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地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項、武雄

市監査基準第１５条の規定によりその結果を公表します。 
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財政援助団体等監査の結果に関する報告について 
 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項及び武

雄市監査基準第１２条、第１３条の規定によりその結果を報告します。 

 

１ 監査の種類   

公の施設の指定管理者の監査 

２ 監査の対象 

（施設名）     武雄市体育施設 

（指定管理者）   武雄市体育施設管理運営共同企業体 

 構成団体（代表）朝日 I＆Rホールディングス株式会社 

 構成団体    株式会社 丸新 

 構成団体    株式会社 ルネサンス 

３ 監査対象業務  

武雄市体育施設の管理運営に関する業務 

４ 指定管理期間及び監査の期間 

指定管理期間  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

  監査対象期間  令和６年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

５ 監査の着眼点及び実施内容 

監査は、施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか、協定書

に基づく事務の履行は適切に行われているか、公の施設の管理に係る収支会計経理

は適切になされているかを主眼として、提出された資料に基づき関係諸帳簿・台

帳・書類等を検査するとともに、関係職員から説明を聴取しながら行った。 

６ 所管課   

企画部スポーツ課 

７ 監査の日程及び実施場所 

日  程  令和７年６月２５日（水） 

実施場所  武雄市民体育館 



８ 指定管理料 

  令和６年度  １２６，３５０，０００円 

９ 経営成績 

収支の部は、武雄市からの指定管理料１２６，３５０，０００円、施設利用料２

０，５１６，３１０円、その他収入７，１４７，６０６円で収入合計は１５４，０

１３，９１６円となっている。 

支出の部は、人件費４３，４４４，１８８円、水道光熱費２８，２４３，８８１

円、維持管理費委託料４１，８３３，５１７円、消耗品費１，４５９，３６４円、

業務委託費１０，０４５，４３９円、その他・本社管理費等１３，１１２，４８０

円で、支出合計は１５４，０１３，９１６円になっている。 

収入から支出を差し引いた収支差額は０円となっている。 

令和６年度の当施設の管理に係る収支決算は次のとおりである。 

（単位：円） 

決 算 額

126,350,000

20,516,310

7,147,606

154,013,916

43,444,188

燃 料 費 497,464

水 道 光 熱 費 28,243,881

委 託 料 41,833,517

維 持 補 修 費 6,235,946

消 耗 品 費 1,459,364

通 信 運 搬 費 1,066,837

印 刷 製 本 費 -

保 険 料 1,320,920

そ の 他 事 務 費 958,762

利 用 促 進 費 4,244,335

業 務 委 託 費 10,045,439

事 業 経 費 1,550,783

一 般 管 理 費 2,160,000

本 社 管 理 費 9,600,000

雑 費 1,352,480

154,013,916

科　　　目

事
業
費

そ
の
他

支 出 合 計

　【支出】

人 件 費
維
持
管
理
費

事
務
費

収 入 合 計

そ の 他 収 入

施 設 利 用 料

指 定 管 理 料 収 入

　【収入】

 
 

１０ 決算の確認 

管理運営に係る決算額について関係帳簿、証拠書類等により確認したところ、

その計数は正確であると認められた。 



１１ 監査の結果 

武雄市体育施設の管理運営に関する協定書に基づき、目的に沿った管理運営

がなされ、体育施設の管理運営及び収支会計経理はおおむね適正に行われてい

ると認められた。 

 


